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水（陸）田耕起  6,000 　基盤整備された圃場を基準  

水（陸）田代かき  7,000   

畑 耕 起  6,000　 整地を含む  

たばこ畦上げ  6,000   

田　　　　植  8,000 　手直しは2,500円加算　育苗除く  

田 植 請 負　 27,000 　育苗、手直し含む  

水 稲 育 苗  　700 　1箱当り、種子含む、運搬は50円加算  

ご ぼ う 掘 り
　 36,000 　トラクター  

   　　　 78,000 　トレンチャー  

バ イ ン ダ ー  8,000 　結束紐含む  

ハ ー ベ ス タ  8,000   

コ ン バ イ ン

　 17,000 　刈り取りのみ、運搬は3,000円加算  

       　　　　　　30,000 乾燥を含む  

      　　　　　　 12,000  大豆刈り取りのみ  

水 稲 乾 燥 　 520　 30ｋｇ当り（18％以下）1％増30円  

麦 類 乾 燥 　 700 　25ｋｇ当り（18％以下）1％増25円  

草　　　　刈 10,000 　草丈1ｍ以下  

も み す り 　 700 　60ｋｇ当り  

あ ぜ ぬ り 　  35 　１ｍ当り  

作 業 別 　 賃　　金  　 摘　　　　要 作 業 別 　 賃　　金  　 摘　　　　要 

 1日当り 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

１時間当り実働 

１日当り 

１日当り 

上 15,000 　 5,000  

中 12,000 　 4,000  

下 　9,000 　 3,000  

 

 

田の部 　畑の部　　 摘　　　要 農地の 
区　分 

田の部 　畑の部　　 摘　　　要 
 

農地の 
区　分 

田の部 　畑の部　　 摘　　　要 
 

農地の 
区　分 

適
 

上 　16,000 　 5,000  

中 11,000 　 4,000  

下 　7,000 　 2,000  

　　適用期間 
平成15年4月 1日 
　　　～ 
平成18年3月31日 
 

　　適用期間 
平成15年4月 1日 
　　　～ 
平成18年3月31日 
 

上 16,000 　 5,000 

中 12,000 　 3,000  

下 9,000 　 2,000  

 　　11,000  

 

陸田一律 

１．１日の労働時間は８時間を原則とし、基準時間を超過し 
　た労働については、１時間当たり標準賃金の20％増とする。 
２．食事は、原則として支給しない。賄をつける場合でもで 
　きるだけ簡素化する。         
３．原則として、性別による賃金差をつけない。ただし、作 
　業効率に極度の差のある農作業については考慮する。         
４．作業の難易、圃場条件等により、上記金額によることが 
　適当でない場合は、当事者間で調整すること。         
５．この賃金表は、平成17年４月１日から平成18年３月31 
　日までの期間について適用する。  

平成17年度農業臨時雇標準賃金表 

◎人力の場合   　　　　　　　　 （単位：円） ◎機械力の場合（10a当り）田は基盤整備された圃場を基準　（単位：円） 

参考　旧常北町標準小作料金表（10a当り）　（単位：円） 参考　旧七会村標準小作料金表（10a当り）　（単位：円） 

参考　旧桂村標準小作料金表（10a当り）　（単位：円） 
町の農作業臨時雇標準賃金が平成17年３月29日改定されました。 

農作業の臨時雇を予定している農業経営者は、この表を目安と 

して活用ください。 

なお、標準小作料については、平成18年４月１日改定予定です 

ので、その間は、旧町村の小作料を目安にしてください。 

（農地の条件に応じ、原則、当事者間で設定） 

この表は年度末まで保存してください。 

問合せ先：農業委員会事務局 
　　　　　蕁029－288－3111（内線361・362） 

保存用 
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5,200 
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5,800 

田 　 植  

水 田 除 草  

稲 ・ 麦 刈  

畑 仕 事  

ご ぼ う 堀 り  

茶 つ み  

脱 　 穀  

た ば こ 収 穫  

たばこの調整 

◎小作料 

城里町農業委員会 

　　適用期間 
平成15年4月 1日 
　　　～ 
平成18年3月31日 
 

広報しろさと


